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要旨 

日本では、第二次大戦後に喫煙率が急上昇し、それに伴い、現在、たばこ関連疾患による死亡率
が急増している。20 世紀の大半において、日本のがんによる死亡原因第一位は胃がんだったが、
1993 年に肺がんが胃がんを追い抜いた。日本では喫煙が肺がんの主原因であるが、政府が株式
の 2/3 を保有している日本たばこ産業（JT）は、たばこが疾病と死亡の大きな原因であるかど
うかについて疑問を呈し続けている。日本の法廷には企業の内部文書を開示させる制度がないた
め、たばこと健康に関する JT の戦略について立証するのは困難である。しかし、オンラインア
ーカイブに保存されているアメリカのたばこ会社の内部文書によれば、JT は、喫煙による健康
リスクについて長年知りながら、効果的なたばこ規制を妨害してきたことが明らかである。
1980 年代半ばからは、アメリカのたばこメーカーとしばしば協力することで、このような妨害
活動を進めてきた。〔アーカイブの〕証拠文書は、特に、フィリップモリスが、喫煙と健康に関
する JT の対策や発表に対し助言、時には指導したこともあることを示している。JT の前身であ
る専売公社が出版した論文のデータにおいて、報告された有害性指標値（空気中のニコチン濃度）
が故意に低く変えられたという事例もある。国際協力により、JT を含むたばこ企業にとって、
効果的な反禁煙（anti-antismoking）戦略の展開がより容易になっている。他の国々でも訴訟
が始まれば、このような国際的な企業間協力の実態を明らかにする証拠が今後増えていくであろ
う。 

                                                
1 Department of Evolutionary Studies of Biosystems, SOKENDAI [The Graduate University for 
Advanced Studies], Hayama, Japan (as of Feb 2018). 総合研究⼤学院⼤学 先導科学研究科（葉⼭） 
2 Department of History, Stanford University, Stanford, California, U.S.A. (as of Feb 2018).  
スタンフォード⼤学 歴史学部（⽶国カリフォルニア州） 
3 引⽤の際は、英語原⽂も参照・引⽤してください。本翻訳の総研⼤リポジトリ掲載は、Elsevier社の
許可を得たものです（License # 4276561102087）。 
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（⽂中敬称略） 

本⽂ 

 ⽇本たばこ産業株式会社（JT）は、フィリップモリスとブリティッシュ・アメリカン・タ

バコに続く世界第３位のたばこ会社である（1）。1985 年に「半⺠営化」されたものの、現

在、JT 株の３分の２が政府保有であり、今なお「わが国たばこ産業の健全な発展を図り、

もって財政収⼊の安定的確保．．．に資することを⽬的」とする 1984 年のたばこ事業法に

守られている4。フィリップモリスのアルトリアグループと同様、JT も⾷品（1998〜）や医

療分野（1987〜）に経営を多⾓化してきた。しかし、それでも現在年間約 4400 億本のたば

こを製造しており、そのうち約半分は輸出されている。JT の主要ブランドであるマイルド

セブンは、マルボロに続く世界第２位のベストセラーである（1）。医療分野では、JT は肺

癌ワクチンの⽇本国内における（製造、販売の）権利を独占的に保有しており、このワクチ

ンは、すでにアメリカのバイオ系企業 Corixa によって臨床実験段階に⼊っている（2）。 

 

62 万９千台のたばこ⾃販機 

 2002 年時点の⽇本の喫煙率は、JT の統計によると、男性 49％、⼥性 14％である（1）。

⽶ＣＤＣ（アメリカ疾病予防管理センター）によれば、1998 年の⽇本の「⼀⼈当たりの年

間喫煙本数」は先進国の中で最⾼で、15 歳以上の⽇本⼈⼀⼈当たり 2403 本／年である

（3）。未成年者の喫煙率も⾼く、1996 年と 2000 年に⾏われた全国調査によれば、⾼校３

年⽣男⼦の 25％が「毎⽇喫煙者」で、うち４分の３が⾃販機からたばこを購⼊していた（4、

5）。現在、⽇本国内のたばこ⾃販機数は世界最⾼で、62 万 9 千台以上（1、5）。所得⽔準

で⽐較したたばこ⼀箱の価格では、⽇本は世界で最も低い国の⼀つである（5）。 

 他国でも⾒られる傾向だが、戦後の喫煙率増加の後を追うように、現在⽇本でもたばこ関

連疾患による死亡率が急増している。20 世紀の⼤半において、⽇本⼈の癌死の第⼀原因は

胃がんだったが、1993 年、その座が肺がんに置き換わった（6）。例えば、1950 年には、

肺がんによる死亡者数は、男性 3,020 ⼈、⼥性 1,090 ⼈だったのに対し、2000 年には、男

性 39,590 ⼈、⼥性 14,360 ⼈に達している（6、7）。⽇本の国⽴がんセンターによれば、

                                                
4 原⽂中の⺠営化の年は 1985 年の誤り。 
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2001 年から 2015 年にかけて、⽇本⼈男性の肺がん死亡率はさらに倍以上増加すると予測さ

れる（8）。 

 

たばこ擁護運動 

 JT は、たばこが疾患や死亡の主原因であるかどうかに対し疑問を呈し続けてきている。

例えば、2002 年 1 ⽉ 29 ⽇、⽇本⼈喫煙者によるはじめての裁判（たばこ病訴訟）の弁論で、

JT の⼤河喜彦は、「喫煙者が全て病気になるわけではないから、喫煙そのものが有害とい

うわけではない」、さらに「肺がんの要因は喫煙以外にも多数」あると述べた（9）。2001

年 11 ⽉の⼝頭弁論において、JT（被告）側専⾨家証⼈を務めた蟹沢成好も、「要因」とは

「可能性」のことであり「原因」ではないと述べた。蟹沢は、病理学者であり、⼤蔵省の

（許可の）もとに設⽴された喫煙科学研究財団から助成を受けている⼈物である。蟹沢の意

⾒書によれば、「原因」は病理学によってのみ同定されるもので、疫学の関知するところで

はない（10）。さらに蟹沢は「禁煙により肺がんが解決できると国⺠に公⾔すること」に

「危うさ」を感ぜずにはいられないと書いている（11）。たばこの依存性に関する質問に対

し、⼤河も負けず劣らず断固として、「酒・コーヒーのような嗜好品と同じ」と⼝頭弁論で

述べている。さらにアメリカたばこ訴訟の基本和解合意に JT も参加したが、これは「喫煙

の害を認めたもので[は]ない」5と述べた。アメリカのたばこ会社と異なり、JT はたばこと

⼼臓や肺の疾病との因果関係を否定し続けてきた。2003 年末まで、たばこの箱の警告は、

「あなたの健康を損なう恐れがありますので、吸い過ぎに注意しましょう」という⽂⾔のみ

だったが、具体的な警告表⽰が今年（2004 年）から義務付けられることになっている。 

 たばこの有害性を過⼩評価しようとする JT の取組みは、1980 年代半ばからより強固なも

のになっていった。これは、⽇本のたばこ市場が海外メーカーに開放され、また、フィリッ

プモリスや他の⽶たばこ会社との「特別な関係」が始まった時期である。1987 年は、様々

な点で JT にとって転機の年だったといえる。（1985 年に）⽇本専売公社が⺠営化し、87

年にはアメリカからの強い圧⼒のもとたばこの関税が撤廃された。その結果、⽇本ではより

積極的なたばこのマーケティングが始まり、国内たばこ消費量が増加した（12、13）。⼀⽅、

同年（1987 年）の 10 ⽉、厚⽣省が、たばこに関する⽇本初の公式な報告書である（通称）

                                                
5 資料原⽂では「．．．ものでもない」。 
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「たばこ⽩書」を出版し、喫煙と疾病の因果関係について警告をした（14）。さらに、11

⽉には「第６回喫煙と健康世界会議」が東京で開催された。これらに伴い嫌煙感情が⾼まる

ことを予測し、JT は 1986 年に喫煙科学研究財団を⼤蔵省の（許可の）もとに設⽴し、さら

に、1987 年 2 ⽉、⽇本国内でたばこ販売に関わる５社（JT, Philip Morris, RJ Reynolds, 

Brown & Williamson, Rothmans-Marubeni）が、たばこ擁護を⽬的に、また、特に増え続け

るたばこの健康害に関する証拠を否定する⽬的で「⽇本たばこ協会」を設⽴した（15-17）6。 

 

反禁煙（anti-antismoking）の取組み 

 1980年代半ばまでは、⽇本と海外のたばこ会社との間の協⼒は⽐較的少ない。それでも、

例えば1978年のやり取りでは、フィリップモリスが、喫煙と健康問題の法的側⾯に関する

「フィリップモリス側の経験を聞く」機会の設定を専売公社に申し出ている（18）7。 また、

1981年の1⽉、⽇本の嫌煙団体が専売公社に対し訴訟を起こし、⽇本の電⾞に禁煙⾞両を設

けるよう要求したとき、公社の「喫煙と健康問題調査室」の室⻑（Chief Manager）が、

「訴訟に有利な情報を集めるために」アメリカのたばこ協会（Tobacco Institute）と情報交

換を計画した（19）8。さらに「公共の場における喫煙の問題に関する懸念」のため、公社

は、INFOTAB（RJ Reynolds, British American Tobacco, Philip Morris、欧州の３社によっ

て設⽴された、たばこ企業のための国際規模の情報収集センター）に連絡をとった（20）9。

INFOTABが禁煙運動対策の便利な「情報源」となるであろうことを公社は期待していたの

である。 

 しかし、1987年の第６回喫煙と健康世界会議（東京開催）を契機にたばこの健康害への注

⽬が⾼まることを予期し、1986年、JTと⽇本たばこ協会は、フィリップモリスと連携して

「反禁煙」の取組みのための念⼊りな計画をはじめた。フィリップモリスのマシュー・ウィ
                                                
6「15」の⽂書の 2019 年 4 ⽉現在の URL (Truth Tobacco Industry Documents；以下同様)： 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qgpd0116 
 「16」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/gqbw0110 
7「18」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/phvl0112 
8「19」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/jhpd0110 
9「20」（以下のファイルに分割されている） 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/mqgj0115 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nqgj0115 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/yqgj0115 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qycv0111 
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ノカー Matthew Winokur は、1986年1⽉にJTを訪れ、社内報告に次のように記した。「喫

煙と健康問題における政治的体制」におけるJTの役割と JTが「共通の商業利益を守るため

にフィリップモリスと共に⾏いたい」ことが何なのかが「（今回）はじめて」ある程度理解

できた、 と（21）10。さらに、ウィノカーは、同じ報告書の中で、JTは 「政治的影響⼒と

その⼿段」 (“the clout and access”) をもっているので、 フィリップモリスが「（JTの）⼿

段をさらに広げていくことを援助し、禁煙運動から予期すべきことは何かを（JTに）教える」

ことを提案している。 その後まもなく、フィリップモリスは、喫煙と健康問題に関するJT

の教育を始めた。1986年5⽉23⽇付の⼿紙で ウィノカーは次のような提案をしている。JT

の「喫煙と健康問題調査室」の清⽔義治（埼⽟医科⼤学にも所属していた）は 「JTで喫煙

と健康問題に最も通じている⼈物」であり、 フィリップモリスの幹部とのミーティングを

通して「たばこ会社の⽀持基盤を広げていくテクニックに触れておくべき」だ、と。 この

⽬的は明らかで、「清⽔が、公共の場における喫煙の規制への対抗の仕⽅について、より多

くのことを聞き、学ぶほどよい」というものだった（22）11。 

 この教育の⼀貫として、1987 年 2 ⽉、⽇本たばこ協会は「喫煙と健康問題へ向けての基

本的⽴場」を明確化し「必要な対策を押し進める」ために⼀連の戦略⽂書を準備した（23）
12。これらの⽂書は、明らかに幹部向けに書かれたものである。この中には、JT の従業員が

「喫煙と健康の関係について理解し」、「外部からの批判に対して⾃信をもって対応する」

ために作成された、従業員向けの⼿引き書『喫煙と健康に関する科学的問題』の草案も含ま

れていた（23、24）13。 この⼿引きには、従業員が健康に関する質問にどのように受け答

えるべきかの指⽰書きが載っている。例えば、「『喫煙は絶対に無害です』などといっては

ならない」、また、 「前向きな態度で」「我々の⾒解を落ち着いて説明すること」などで

ある。その （幹部⽤の）戦略⽂書の１ページ⽬では、喫煙と健康に関するほとんどの研究

                                                
10「21」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ytdl0120 
11「22」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xtcl0120 
12「23」もとの PM文書は、2019/04現在閲覧不可；以下、RJRの同内容文書： 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/mfmg0117 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfmg0117 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/kfmg0117 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/jfmg0117 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xfmg0117 
 上記の最後が“On the relationship between smoking and health (preliminary draft)” 
13「24」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nqxn0092 
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論⽂が「喫煙は有害であるという主張を⽀持している」と認めている。にもかかわらず、従

業員⽤⼿引きの⽅では、対照的に、「喫煙の健康に及ぼす影響についてはまだ分かっていな

い」としている（23）14。 

 上記の戦略⽂書はさらに、第６回喫煙と健康世界会議に対する⼀連の具体的な対抗策を提

案しており、たばこ産業後援の「受動喫煙国際シンポジウム」 のお膳⽴てをすることもそ

の⼀つとして含まれていた。アメリカの法律事務所シュック・ハーディ＆ベイコンのドナル

ド・ホエル Donald Hoel は、 このシンポジウムを主催するという JT の案について「⼤変

すばらしい」と記している（25）15。 この案は、「室内空気の質 国際科学会議 1987 年 東

京」（“International Scientific Conference on Indoor Air Quality, Tokyo 1987”）として実現

化し、 「先⼿を打って世界健康会議の影響⼒を阻⽌するために」世界会議の数⽇前に開か

れるよう計画された（26）16。 また、JT は、主催者・後援者として役割を果たすため、同

年、「著名な⽇本の⼤学教授を役員として連ね」、「環境と健康審議会」（Council for 

Environment and Health）を「独⽴の科学的組織」として設置した（27、28）17。フィリッ

プモリスのリサーチ ディレクターであるトマス・オスデーン Thomas Osdene は⼿紙で、 

JT の喫煙と健康問題の専⾨家である清⽔義治がこの審議会の「先導役」であることは「明

らかだ」 と記している（29）18。 審議会⻑は、春⽇⻫と計画された（また、実際そうだっ

た）。春⽇は、東海⼤学の公衆衛⽣学教授であり、喫煙科学研究財団の助成⾦受領者であり

理事でもあり、さらに重要なことに「環境中たばこ煙の問題において『中⽴的』と考えられ

ている」⼈物だった（29）。会議の参加者は、JT と⽶国たばこ協会の「環境中たばこ煙諮

問委員会」（ETS Advisory Committee）により注意深く選出され、この「（産業が承認した）

リストに載っていない科学者」は参加できないことが明確にされていた（28、30）19。 記

者会⾒がこの会議の最終⽇に開かれ、「⾮喫煙者が肺がんにかかる危険性と環境中たばこ煙

への暴露との間に関連性があったとしても、それは⾮常に弱いもの」であり、「もっと重要

                                                
14 原⽂ p.1821 右側の最後２つの引⽤⽂献番号（24 と 25）は、両⽅とも 23 の誤り。 
15「25」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rhvy0127 
16「26」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/jxcw0110 
17「27」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/tnlf0105 
 「28」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/gkkw0055 
18「29」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/frpc0114 
19「30」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xryw0119 
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な公衆衛⽣の問題」の研究に⼒が注がれるべきであると発表した（31、32）20。この会議で

発表された論⽂は、1990 年に春⽇⻫の編集で、International Archives of Occupational and 

Environmental Health (Supplement) に出版された（33）。フィリップモリス ジャパンの 

エガワ・ミチコ は、 「PR 活動」は、「会議⾃体と同じくらい重要」と（同年の 4 ⽉の時

点で）書いていた（30）。 

 さらに、第６回世界会議⾃体に影響を及ぼすことを直接狙った対抗策も計画された。 

Muggli らがすでに指摘したように、JT は「会議の全体的な論調に影響を及ぼすために」、

「中⽴的な」論⽂を発表すると⾒込まれた科学者 40 ⼈の参加を計画した（34、35）21。 JT

は、この⽬的を果たすため、⼤蔵省の（許可の）もと当時設⽴されたばかりの喫煙科学研究

財団が加われるよう⼿を回した。JT は、この財団から 200〜300 万円の資⾦を寄付し（36）

22、会議の議題構成に影響を与えるために産業びいきの⼈材（たとえば、春⽇⻫）を会議の

組織委員会に送りこむことを計画していた（35、37）23。 

 

「良好な関係」を保つために 

 1980 年代の「半⺠営化」以降、フィリップモリスは、JT の喫煙と健康問題に対するスタ

ンスについて指導してきた。ほぼ 20 年の間、フィリップモリス側の承認を得るために、JT

は喫煙と健康問題に関する公式発表内容の詳細をフィリップモリスに定期的に⾒せていた。

例えば、1993 年の 7 ⽉、⽇本たばこ協会は、環境中たばこ煙（ETS）について国内の⼀般

⼈向けに説明した「ＥＴＳリーフレット」の「最終版」を内容確認と校閲のためにフィリッ

プモリスへ送った（38）24。もとの原稿は⽇本語で書かれたのだが、 フィリップモリスの

弁護⼠によるその確認作業のために、英訳されている。シュック・ハーディ＆ベイコンのグ

レゴリー・ファウラー Gregory L. Fowler がこの原稿に対し多くのコメントを出した 

                                                
20「31」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/gjvf0111 
 「32」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/tpbj0130 
21「35」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lsdl0120 
22「36」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pldn0116 
23「37」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hjdl0120 
24「38」（以下のファイルに分割されている） 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/mfgn0073 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qtfn0073 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rtfn0073 
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（「『受動喫煙』という表現は感情的で誤解を招きやすい」など；産業は「環境中たばこ煙」

という表現を好んだ）（39）25。 その直後にファウラーは、「⽇本たばこ協会の原稿は、

完成にはほど遠い」とウィノカーに書き送っている（40）26。 アメリカ側はその後、⽇本

側からの新たな改稿を待つのをやめたようである。というのも、ファウラーがリーフレット

全体を書き直し、この新たな原稿を翌年 1994 年 1 ⽉に⽇本に送り返している。この原稿は、

フィリップモリス ニューヨーク事務所の「仮承認」を受けていると書き添えられていた

（41）27。 

 フィリップモリスからのコメントは、（産業として）容認できない発⾔が公にさらされた

後にやってくることもあった。1993 年 2 ⽉、フィリップモリスは、⽇本の『プレジデント』

誌に掲載された「JT 役員のものとされる（発⾔の）引⽤の幾つかに問題があり、これらは、

たばこ産業を⾮難する材料になり得る」と JT に苦情を送った（42）28。 ⽶たばこ産業の弁

護⼠らは、その中の発⾔の⼀つが、喫煙には依存性がある、と⾔っているように聞こえると

いい、また別の箇所では、喫煙の有害性の可能性を頭から否定していると苦⾔を呈した。後

者に関しては、「極端すぎて」いて「禁煙運動による⾮難の対象になりやすい」と指摘して

いる。 JT の「科学情報室」（Scientific Information Department）の⼤河喜彦はその返信で、 

JT とフィリップモリスの喫煙と健康に対する⾒解は「⾮常に似て」おり、記事の「編集と

翻訳にいくつかの問題」があったために誤解が⽣じたと説明した。 そして、「今回の出来

事が両社の今後の良好な関係を損なうことがないよう⼼から望んでいる」と⼿紙を締めくく

っている（43）29。 

 

データ「cut しました」 

 （公開されている）産業内部⽂書には、⽇⽶間の協⼒の様⼦は 1987 年以降からよく現れ

てくるが、これ以前の時期に専売公社が喫煙と健康問題について純粋に何も知らなかったと

いうわけではない。1981 年、フィリップモリスの研究コンサルタントであるピーター・リ
                                                
25「39」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfgn0073 
26「40」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/jfgn0073 
27「41」（以下のファイルに分割されている） 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ggnf0128 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lggy0092 
28「42」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ykfy0117 
29「43」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pkfy0117 
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ー P. N. Lee が公社を訪ねた際、以下のようにフィリップモリスに報告している。公社は、

「喫煙に有益な効果があること」を⽇本の⼈々に⽰すための⼼理学的⽅法の探究に、すでに

多くの時間を割いてる、と（44）30。また、別の⽂書によれば、公社は「喫煙により『プラ

スの⽅向に』影響されるといえるようなヒトの健康や⾏動」に関するアメリカにおけるプロ

ジェクトに助成⾦を出す計画をたてていた（45）31。フィリップモリスが ASI Market 

Research に依頼した 1981 年の「⽇本喫煙調査」によると、⽇本の喫煙者のうち、わずか

28％が、喫煙の有害性について少なくとも多少は懸念していて、「かなり懸念している」と

答えた喫煙者はたったの 6％だった（46）32。WHO がたばこ対策に関するはじめての国際

的勧告を出した直後の 1971 年の時点ですでに、公社の「特別委員会」は、肺がん死亡者の

うちの 「かなりの⼈数がヘビースモーカー」であることが統計学的研究により⽰されてい

るが、喫煙と健康問題に「簡単な最終的結論はなく」、これを明らかにするため「さらなる

研究が必要」である、 と⼤蔵省に報告している（47、48）33。 さらに、その報告書は、

（喫煙と健康の）「問題を⼼理学的な⽅⾯から考察し、⽇本⼈の間にどの程度広く深く喫煙

習慣が定着しているかを考慮することによって包括的な検証を⾏う」ことを提案していた。 

 JT は今⽇においてもたばこと⼼臓や肺の疾患との間の因果関係には決定的な証拠がない

としている。また、健康関連の内部研究をしたことがないとも発⾔している（49）。最近⾏

われた JT に対する訴訟で、同社は、低タール、低ニコチン商品は単に消費者の要求に応じ

て開発されたものだと主張した（9）。しかし、1979 年に横浜にある公社の中央研究所の研

究員らは「低変異原性たばこ」の特許を出願している（50）34。この特許⽂書（⽇本語）は

まず、「発がん性と変異原性との間に⾼度の相関性がある」と述べ、さらに発がん性は 

Ames Test （変異原性テスト） により検出できると説明している。そして、このテストに

より「本発明者らは．．．たばこタールがサルモネラ菌に対して変異原性を⽰すことを明か

にした」と書き、「たばこタールの変異原性を低減させることは極めて望ましい」と述べて

                                                
30「44」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/mnhg0020 
31「45」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ylcn0118 
32「46」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pzyd0110 
33「47」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qjvp0092  
 「48」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qycv0111 
34「50」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zqpn0072 （1979年出願、1981年公開で
あるため、この和訳版では 1979年出願と改めた） 
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いる（50）。同年のリーの報告書によれば、公社は「明かに変異性テストをかなり⾏って」

いて、 公社の⽣物研究部（Biological Research Unit；1973 年に設⽴）は、すでにこの時点

で、マウスの⽪膚にタールを塗り付けることによって「80−90％の腫瘍反応」が得られるこ

とを⽰していた（44）。 さらに、その報告書には、公社が「吸⼊実験」もはじめたところ

だと記されている。 

 さらに別のフィリップモリスの内部⽂書は、横浜の中央研究所の研究者が、受動喫煙に関

する論⽂から望ましくないデータを削除したことを⽰している（51、52）35。この研究の⽬

的は、様々な公共の場所における空気中のニコチン濃度を測定することだったが、出版直後

にフィリップモリスに送られたこの論⽂のコピーには以下のような⽇本語の⼿書きメモが添

えられていた。「会議室１件、73.3µg/m3、と旅客機１件、67.2µg/m3、で⾼濃度のニコチ

ンが検出されましたが、cut しました」（52）。さらに⽇本たばこ協会は、この 1984 年の

論⽂を、1987 年の従業員⽤⼿引き草案（前述）に添付されていた補⾜⽂書『喫煙が有害で

あるという⾒解に対する例外』の中で引⽤している。 ⽇本たばこ協会は、この補⾜⽂書の

英語版に、「通常の換気設備が整っているオフィスでのニコチン暴露濃度は、平均

19.4µg/m3」で、つまりこの濃度では、「マイルドセブンを１本吸ったときの（ニコチン）

レベルに達するまで 100 時間もその部屋にいなければいけない」ことになると書いている

（23）。 同じ研究で検出されたもっと⾼い値（例えば、喫茶店の 33.4µg/m3、⾞内の

47.7µg/m3）については触れておらず、また、削除された会議室と旅客機のデータは⼿引き

に引⽤された平均値より３−４倍⾼かったが、これらについても触れていない。 

 

「未成年者の共感」を勝ちとる 

 ⽇本のたばこ産業は、たばこ規制の動きに抵抗するために他の諸々の対策をとってきた。

1996 年にフィリップモリス ジャパンのイマイ・シンイチロウからウィノカーと他の社員に

送られたＥメールによると、⽇本たばこ協会、JT、フィリップモリス ジャパンが、屋外の

公共の場における「喫煙の⾃由と喫煙場所を確保するため」に「喫煙マナーキャンペーン」

を⾏っているとある（53）36。⽇本たばこ協会の内部⽅針⽂書（『1990 年代の憲章』“A 

                                                
35「52」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fhnb0131  
36「53」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/kzgn0073  
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Charter for the 1990ʼs”） によれば、 喫煙マナーキャンペーンは、「社会的に受容された慣

習として喫煙を位置づける」ために⾏われているものである（16、54）37。 JT のウェブサ

イトによれば、過去 12 ヶ⽉の間で約 2 万台の灰⽫を設置し 100 万個以上の携帯灰⽫を配付

したという。また、イマイの 1996 年のＥメールでは、「空気清浄機や消臭効果のある布地

を使ったインテリア製品が最近⾮常に⼈気になってきた」ため、 たばこ会社が家庭内にお

ける喫煙の「問題に取り組む必要はない」ともいっている。さらに、室内空気の質（Indoor 

Air Quality）の問題に対する 「我々の対策の⼀環」としてこの種の製品を促進していくこ

とを提案している。同年、たばこ煙の消臭剤が、JT の中央研究所の研究員によって開発さ

れ販売されている（55）38。 

 たばこ病訴訟（JT の勝訴で 2003 年 10 ⽉ 21 ⽇に終了した）の原告らは、⾃販機によるた

ばこ販売の禁⽌を要求していた。JT は、その抗弁で、2008 年までに購⼊者の年齢チェック

機能付きの⾃販機を導⼊する計画だと述べた。⽇本たばこ協会は『1990 年代の憲章』の中

の「未成年の喫煙」の項で 以下のような⼆つ主な⽬標を挙げている：(1)「⾃販機によるた

ばこ製品の販売の⾃由を維持する」、(2)「このようなマーケティングが未成年の喫煙を促

すものであるという証拠を残さない」ようにする（16）。（新しい⾃販機の）年齢チェック

機能とは、（喫煙）防⽌の意図を表向きに作り上げ、真の⽬的は喫煙を促すことであるとい

う事実の痕跡を残さないようにする仕掛けであるように思われる。 

 さらに別の内部⽂書から、⽇本たばこ協会の未成年喫煙防⽌のポスターキャンペーンもこ

の「証拠を残さない」販売戦略と似たようなものであることがわかる。1993 年のポスター

キャンペーン計画⽂書によれば、キャンペーンの⽬標の⼀つは、「未成年者の共感」を勝ち

取ることであり、それは、規則の「正当性」よりも、「規則を守ること」の重要さを強調す

ることによって得られるとある（56）39。ギターのデザインとともに「⾃由」と「規則」の

⼆つの⾔葉が注意深く混ぜ込まれたそのポスターは、28 万件のたばこ販売店に配布された。

厚⽣省、⽂部省のどちらもこのキャンペーンを後援していない。なぜ厚⽣省がたばこ産業の

キャンペーンを⽀援していないのかという記者の質問に対し、2000 年、⽇本たばこ協会の

                                                
37「54」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rnkd0110  
38「55」https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rsfn0073  
39「56」（以下のファイルに分割されている） 
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lkfb0106  
 https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/mkfb0106  
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⼩野勝⼠は、「どうして厚⽣省が関係あるんですか？」と答え、このキャンペーンは、公衆

衛⽣の問題ではなく、少年⾮⾏の問題を取り扱うものだと説明した（57）。 

 

むすび 

 ⽇本では企業の内部⽂書を⼊⼿することができず、たばこ産業がどの程度世論を操り、科

学的事実を歪めてきたのかを調べることができない。このことは、⽇本のたばこ規制推進側

が、残念ながら⾝動きがとれない状態にある理由の⼀つである。⽂書開⽰の強制⼒は、アメ

リカに⽐べ、⽇本ではかなり限られている。 

 しかしながら、アメリカの訴訟により公開されたいくつかの内部⽂書を通して、鍵⽳から

覗き込むような程度ではあるものの、⽇本で何がおこってきたのかを垣間みることができる。

⽇本たばこは、たばこによる有害性について⻑年知っていながら、外国のたばこ会社（特に

フィリップモリス）とともに、効果的なたばこ規制を妨害してきた。今後、各国で⾏われる

訴訟により、多くの新しい（昔の）⽂書が明るみに出され、このような産業の国際的協⼒に

関する証拠が増えていくことであろう。 
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検索法 （p.1820、ボックス内） 

注記：本論文で使用した産業の内部文書は、Truth Tobacco Industry Documents 

(https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/)に移動しています。 

 

 たばこ産業各社のウェブサイトは、産業の活動を調査する上で便利なツールである。この

論⽂には、フィリップモリス⽂書サイト The Philip Morris Document Site 

(http://www.pmdocs.com/) と アメリカのたばこ訴訟で公開されたその他の会社の内部⽂書を

使⽤した。“Japan,” “JT,” “JTI,” “JTS,” などをまずキーワードとして⽤い、⽇本たばこに関

連する⽂書を探し出した。重要な⼈物や⽇付けを⾒つけた後は、その⼈物名、特定の期間あ

るいは⽇付け、関連機関（例、”TIOJ”）、⽂書のタイプ（例、”letter”）、または、特定の

内容（例、”ETS,” “world conference,” “smoking and health”）をキーワードとして⽤い、検

索対象をしぼっていった。 重要な⽂書を⾒つけた場合、その⽂書番号（ベーツ・ナンバー）

周辺の⽂書も検索し、時には、重要⽂書が⼊っていたファイル全体の⽂書を⼀つ⼀つチェッ

クした。フィリップモリスのサイトにない⽂書を探すため、補⾜的に以下のサイトも使⽤し

た。 

The Legacy Tobacco Documents Library  (http://legacy.library.ucsf.edu/) 

The RJ Reynolds Document Archive  (http://www.rjrtdocs.com/rjrtdocs/index.wmt?tab=home) 

The Lorillard Tobacco Company Document Site  (http://www.lorillarddocs.com) 

⽇本のたばこ病訴訟に関する情報（⼝頭弁論の記録や証⼈の意⾒書）は、以下のサイトから

取得した (http://plaza10.mbn.or.jp/~sensho/)。 
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